
３０．医業利益率 

 

大学病院である当院では、臨床医師の給与の支払い元が医学部であり、直接病院の収益

に計上されない。しかし医業経費に占める人件費の割合は高く、医師給を含まずに利益率

を求めても、効果的でないと考えられ、医学部より支給されている医師給与の 68%を病院の

医業経費に計上した場合の利益率も求めた。（2012 年度より、医師給与の負担割合を 60％

から 68％へ引き上げた） 

医業利益率は、病院経営指標で、臨床指標の一つとされており、病院が健全経営していく

ためには一定以上の利益を産むことが必要である。2021 年度は、新型コロナウイルス感染

症の影響が続く中で、診療を制限することなく病床稼働を維持し、新郎材料費や経費の削

減に取り組んだ結果、医業利益率は前年度に比べ約 0.4％上がった。 

 

    ※医業利益率＝（医業収入－医業支出）／医業収入×100 

    （医業支出：医療材料、人件費、減価償却費、教育・管理費） 

 

データ提供 法人本部経営戦略室 
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